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第2 国子どもの商業的性的搾取に反対する

世界会議（横浜会議）開催（200 1．12．17～20）

子どもの商業的性的搾取をなくす決意のともしび

安 部 芳 絵 （子ども・若者プログラムユース実行委員会）

＜ 子どもの商業的性的搾取に反対する第 2 回世界会議＞

真 っ暗 な会場 にひ とつ、 また ひと つとキ ャン ドル の 明か り

が灯る。やがて白く輝く点は会場全体を包み込み、光の輪が

できあ が った 。そ れは子 ど もの商 業的性 的 搾取 （以下 、

C S E C ） とい う どう しよ うもな いほ ど巨大 な 問題 に立ち 向 か

つてい く子 ども・ 若者た ちの 決意の よ うに見え た。

2 0 0 1 年 1 2 月 1 7 日～ 2 0 日ま で、 パ シ フ イコ横浜 を舞台

に、第2 国子 どもの商業的性的搾取に反対する世界会議が、

日本 政府 、ユ ニセ フ、 工 クパ ッ ト・ イ ンターナ シ ョナル お よ

び子 どもの権利条約N G O グループの四書による共催で行わ

れた。本会議には 1 3 6 ケ国の政府、海外か ら 1 4 8 の N G O 、

日本から 1 3 5 の N G O および2 3 の国際機関など総計 3 ，0 5 0

人が参加した。冒頭に紹介 した 「子どもと著者による最終ア

ピール」は会場から盛大な拍手をもってむかえ られた。

（「子どもと若者による最終アピール」の内容 については、 3

ページ以降を参照のこと）

＜ 子どもと若者の最終アピールができるまで＞

本会議にさきだつ 1 3 日～ 1 6 日、川崎市を舞台に 「子 ど

も・若者プログラム」が開催されていた。ユース実行委異会

企画・運営によるこのプログラムの主な目的は本会議の最後

で世界へ向けて発表する「最終アピール」を作成することで

あった。アピールの内容は、当初若者中心で作成されていた

が、「若者主導であま りにも子どもの声が無視されている」

とい う声 が子 ども たち か らあが り、 これ を契 機 に若者 の姿 勢

が変化 してい った。その証拠と して、本会議において子ど

も・若 者 か らださ れた 3 つの 文書 は、 時間 を追 う ごとに主語

が「若者」か ら「子 ども・若者」へと変化 している。衝突を

繰り返 していた代表たちであ ったが、本会議がおわりに近づ

くにつれ て、若 者 が子 ども をサ ポー トし、子 ども が若 者を信

頼す る とい うコラ ボ レー シ ョンが 生 まれて い った 。衝 突か ら

学んだことで、おとなが用意するような予定調和的な文書だ

けではない、より創造的で具体的なア ピールができあがった

ので はない かと思 う。

＜ 子ども・著者が世界を動かす＞

C S E C の被害者は数百万人とも言われている。 しか し、ひ

とりひ と りの子 ども たち は身 も心 も傷 つき 、孤立 し、絶 望の

ふちに立たされている。直接の被害者でない子でさえ、同 じ

子どもの直 面す る とてつ もな く大 きな 間置引こ圧倒 され 、自分

には何ができるのかわか らず、無力感にさいなまれる。その

子ども たち が 国、 国際 機 関 、N G O そ して 子 ども 自身 によ っ

て力 を取 り戻 し始め る と、キ ャン ドルの 明 か りの よ うに小さ

な、 けれ ども やさ しい光 が灯 りは じめ る。そ してそ の小 さな

光が集 り世 界中 にネ ッ トワー クが広 がれ ば、 まさ に子 どもた

ちが世 界 を動か す こと になるの で はな いだ ろうか 。私た ちの

取組み は、 いま始 ま った ばか りである 。（2 ペー ジ以降 につづ

く）
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1ページに引き続いて、第2 国子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議（横浜会議）に、子ども代表として、

あるいは子 ども参加 を支 える子 ども・若者と して参加 した方 々に、そこで感 じた意義 と課題 について聞いた。

子どもから見た横浜会議

～参加 して感 じた課題 ～

飯 塚 信 吾 （横浜会議子ども代表こ17 歳）

こんな に多 くの人 と出会 えた の は初め てだ 。そ して 、国 境 とい う

枠を越えて話 し合いが持てた横さ兵会議、辛いこともた くさんあった

けど、今となればとても有意義なものだったと思 う。

今回、この横浜会議に参加 して強 く印象に残ったことを 2 点挙げた

いと思 う。 一つ 目 は、子 ども 参カロの と らえ方の 違 い、二 つ 目 は、言

語の問題である。

＜ その場に子 どもがい るだけで 「子 ども参加」？！＞

まず始めに子ども参加のと らえ方についてだが、横浜会議では、

子どもと若者が一緒になって活動する事が多か った。その中で自分

は何回か「子ども参加」のとらえ方の違いで、若者の考えと合わな

い所があった。参加 して感 じたのは、「子 ども参加」 はその何か行

うことがあ るのな らば 、その場 に子 どもが いる だけで 「子 ども参カロ」

にな って しまう現状がある、またそれで十分と考える人がいるよ う

な気がしてな らない。世界会議だか らといって決 していい環境では

なかった。

本来、「子ども参加」 とは、何か行うのならばそのプロセスに し

つか り関わって始めて「子ども参加」 になるのだと思 う。今後少 し

ずつでもいいので子どもが何か関わるときに、その場所 にいるだけ

でなく、そこで自分の考えが入るような環境作 り、雰囲気作りを し

ていかなければならない。

＜ 言語の壁＞

次に「言語」についてだが、横5兵会議は世界中か ら多 くのバ ック

グラン ドをもっている人が参加 した。もちろん話す言語も様々であ

る。しかし、英語を使 うと便利なのかもしれないが、子ども・若者

の事前準備のとき、英語圏の人で話が進んでしまう事が多々あった。

ゆっくり話してくれる人もいたが、全然考えないで話 している人も

中にはいた。今回は日本で開催されたので、日本語を話す人はまだ

考慮されていた気がするが、パンクラ語やロシア語、スペイン語な

どの人たちは、大変だったと思 う。

今回は言語の事で問題 になったが、今度同 じ国同士でやれば、言

葉以外にも、小さな違いでこのような問題が起きるのだと思 った。

最後に、自分は、改めてみんなで何かを創 り上げることの難 しさ

を感 じた。 しか し、みんながそのプロセスに関わらなければ（その

話し合いは無駄とは必ず しもいいきれないが）、それでは解決 しな

いと感 じた。
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子どもの権利条約 第 60 号・ 2 002 年 2 月2 0 日号

世界会議の「ナカ」と「ソ ト」の

ハザマで
～子 ども参加を 、も うす ぐ若者 にな る子 どもから見 て～

佐 野 孝 明 （子ども・若者プログラムユース実行委員会、17 歳）

横浜 会 議 に は、 フ ァシ リテ 一 夕ー と して 参 加 しま した。 そ こで 、

ファシ リテ一 夕ー と して活 動す る人の 必要 性を感 じま した。そ れで 、

これか ら勉 強 して フ ァシ リテ 一 夕ー と して子 ども を支 えて いき たい

と思 ってい ます 。さ て、今 回、子 ど もであ り、 しか し参 加者 で はな

く、にもかかわ らず会議の間、ほとんどの話 し合いに参加者に近い

形で傍にいて、でもそれでももうすぐ若者になる子どもと して裏方

の仕事 を してき ま した 。

そのような立場から私が得たものは、これからの子 どもの立場を

左右する 「若者」の立場です。若者とい う立場がどういうものかと

い う議 論 はい ろい ろな もの があ ります。 私 にもそ れ に対 して考 えが

いろ い ろあ ります 。で す が 、「子 ども」 を支 える と い う仕事 があ る

ものだ とい う考え を前提 に して 、 ここで は話 した い と思 い ます 。

＜ 子ども参加を支える著者の重要性 ＞

子 どもか らおとなになる間の地点である「若者」は、おとなと子

どもの間にあるとい う立場か ら子どもとおとなの「橋渡 し」～共通

点 を探 し、一 緒 にそ れも 円満 に活 動す る ことが 出来 るよ う にする こ

と～が出来ると思っています。それが無ければ、今の日本の現状で

は子 ど もは おと なに いろ いろ な意 味で漬 さ れて しま うで しょう。そ

してそのように してきた若者がおとなになった時、これからの子ど

も達 は笑 って 過 ごせ る よ う にな れ るの かも 知 れ ませ ん 。丁子 ど も」

と「若者」、そ して「おとな」の違いに対する議論は世間一般には、

あま り無 い様 に思 われ ます 。マ ス コミ に流さ れて いる だ けのよ うだ

と思っています。これからその議論は、絶対に必要なものになって

くる時代 だ と思 ってい ます。 いつか どこか でや りたい と思い ます。

「おとな」と しての若者 による

サポー ト
～子 ど も若者 プロ グラムにお けるユース の動 き～

熊 倉 ひ ろ み （子ども・若者プログラムユース実行委員会、17 歳）

横5兵会議本会議に先立って開催された子ども・若者プログラムに

は、世界から 10 0 名の子ども・若者代表が参カロした。本会議も含め

一週間という限定された期間のなかで、子ども参加をいかに進める

かということが課題であった。子ども若者プログラムにかかわった

おとなには、ユース実行委員会や 18 歳以上の子ども若者代表とい

つたユースも含まれている。ここでは、実質的にプログラムを進め

ていった実行委員会の動きを中心 に、横浜会議で子どもがより参加

しやす くなる ため にユ ース はお とな と して どの よ うなサ ポ ー トを し

たのか、そ してそのサポー トはどのような意味があったのかを以下

の3 点に大別 してふ りかえってみたい。

（ 〇事前の情報提供

8 月の 「ユニセフ子ども＆著者セミナー in KAWASAKl（川崎セ

ミナー）」で3 3 名の 日本代表が選出されたのち、 1 1月には代表を

対象 とした学習会がユース実行委鼻会が中心となって開かれた。こ



れは、「子 どもの商業的性的搾取（C S E C ）」 という世界的な問題を

自分 の 問題 と して 捉 え る こと を 目的 と した川 崎 セ ミナ ー に続 い て、

C S E C についてよ り具体的なよ り詳 しい情報を提供するためのもの

であった。集まった代表にとっては、横5兵会議の目的や概要、子 ど

もが参加することの重要性、そ して自分自身がC S E C という問題に

かかわることの意味を再確認する機会となったと思われる。

（ 診環境整備・資源

世界か ら集まった参カロ者はその使用言語も多岐にわた ったため、

通訳ボランティアによる言語サポー トがおこなわれた。その他にも、

ヘルス サポ ー ト、カ ウ ンセ リン グな どの ボラ ンテ ィア が健 康面 での

サポー トを担 った。

また、プログラム外でも、食事や風呂など生活のサポー トが必要

とな った。特 に食事 に関 して は 日本 食 にな じめな い 子 ども も お り、

代わりの食事の用意など対応に追われる場面が しばしば見 られた。だ

が、生活面でのケアをとお して子どもとの関係性が築かれていったこ

とか ら考 えると、イン フォー マルなサ ポー トも重要 であ った といえる。

③子どもの意見表明

代表には子どもだけでなく若者もいたため、難 しい言葉が使われ

たり、子どもを置き去 りに議論が進んだときもあった。その際、も

つと子どもに分かりやすい吉葉に言い直す、何かを言いたそ うな顔

をしている子どものそばに行 って声をかけてみるなど、些細なこと

でも お とな が 注 意 を払 う こと に よ り子 ど も が意 見 を 言 えた こと が

多々あった。そうするとユース参加者も次第に子どもの意見に耳を

傾ける よ うにな り、 そ う した 相互 作用 が子 どもの声 も反 映 した最 終

アピールにつながったのだ。

以上から、子ども・若者プログラムにおける子ども参加では、身

近な存 在 と して か かわ って いた ユー スが フ ァシ リテ一 夕ー と して の

役割を果た したことが、子どもの声を国際社会 に届ける手助けをし

た、と考えられるのである。

口■□子 ども と著者 による最終ア ピールロ■□

第 2 国子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議

横浜（日本）、2 0 0 1年 12 月 17 日～2 0 日【子ども＆若者プログラムユース実行委鼻会訳】

第2 回子どもの商業的性的搾取 （C S EC ）に反対する世界会議が

終わろうと しているいま、答えなければな らない巨大な問題が世界

全体に突きつけられています。わたしたちは、いつにな った ら手に

する こと がで き るの で しょ うか ？思 いや りや分 かち あ いの 気 持 ち、

本当の愛、そ して、あらゆる形態の虐待・ 差別・搾取か らあ らゆる

社会 と個人が守られることのうえに生活が成り立った世界を。子 ど

もの商業的性的搾取が存在 しない世界を。

子 ども・若者参加の大切さは、いくら強調 してもしすぎることは

ありません。とくに、経験者の若者が、この身近な問題に関する本

当の専門家であることに注意する必要があ ります。ですから、今回

のよ うに子 ども・ 若 者た ちが 参加 した こ とは 、 自分 たち の ほ うが こ

の間題のことをよく知っていると思っている人たちにとって、正し

い方向に向かっていくための大きな一歩です。けれども、今 日会議

に参加 している子 ども・若者たちの声、そ して会議に物理的に参カロ

できなかった子ども・若者たちの声が全面的に考慮され、すべての

行動ア ジ ェン タに盛 りこまれる∠必要が 、ま だまだ あ ります。

た くさん のス ピー カー のみ な さんが お っ しや つたよ うに 、直 接 ・

間接に影響を受けている人たちは、わた したちが、いま座っている

とても座り心地のいい椅子を立ってどのような行動を起 こそうとし

ている の か、耳 に し、 目に し、信 じる ことを待 ち 望ん でい ます 。わ

たした ち は、 ここか らど こに行 こ うと してい るの で し ょうか ？ こ

のことはもう、頭をひねって考えなければな らない問題ではあ りま

せん。わたしたちは、すべての人が、この世界をもっと住みやすい

ものにするために自分たちが手をたずさえて何をすればいいか、はっ

きりと した方向感覚 を持 って横5兵か ら旅立 ってい くよ う期待 します。

会議の閉会が宣言されるとき、この部屋を立ち去るとき、抱きあ

うとき、握手をかわすとき、荷物を詰めるとき、飛行機や車に乗っ

てそれぞれの 目的地に向けて旅立つとき、到着 したとき、政府や

N G O やさまざまな機関に報告するとき、予算を決めるとき、活動の

計画を立てるとき、その計画の実施・モニタリンク・評価・改訂を

行な うとき、世界の子ども・若者たちのために、どうか次のことを

考えて くださ い。

1 ．男女を問わずすべての年齢層を対象と した教育、ライフスキル

の発達、子どもの権利条約とC S E C に関する意識啓発とア ドボガシ

ーが、防止のためのあ らゆる努力のなかでも っとも重要な要素のひ

とつにされるべきです。

2 ．資金集め、法改正、人的資源の開発 という点で政府が子ども ・

若者たちの参加を支援することで、わた したちは、い っそう効果的

で、いっそう適切で、いっそう持続可能な解決策の発見に一歩近づ

くことがで きます 。

3 ．C S E C における ジェンダーの問題に対応する必要があります。

なぜならば、コミュニティーにおける男の子と女の子の育て方が男

性支配の社会を生みだ し、その男性支配の社会が、女の子・男の子

両方の商業的性的搾取を許すことになっているか らです。ここでい

う女 の子・ 男 の子 に は、同 性愛 者 、 トラン スジ ェン ダー、 トラ ンス

セクシュアルの子どもたちも含まれます。

4 ．i改府とコミュニティーは、汚職との真剣な闘いを始めなければ

なりませ ん。 汚職 は 、C S E C をな くすた めの わた した ちの 闘い にと

つて 障壁 にな って い るば か りか、 C S E C が一 貫 して増 えて い くこと

の要因でもあるからです。

5 ．C S E C との闘いのなかで部門を超えた協力をすることは、とて

も貴重です。i牧府機関、N G O 、コミュニティ組織、子ども・若者団

体が知識や資源やスキルを共有することで、わた したちは手の届 く

範囲を伸ばし、力を倍増することができます。

6 ．C S E C の原因は複合的であり、おたがいに作用 しあいなが らダ

イナミックな関係を保 っています。とくに需要側の原因（子どもたち

からセックスを買う人々）に関する総合的な調査研究の努力を行なう

こと‾ご、 い っそ う実態 にあ った決 定や行 動が可 能 にな ります。

7 ．搾取された子ども・若者たちではなく、搾取をする人々のほうが

処罰されるようにするために、努力が行なわれなければなりません。

8 ．国 内法 が も っと国 際 条約 に一 致す る よ うにす る こと 、あ らゆ る

レベル の法 執行 機 関が協 力 しあ う こと、 この よ うな 法律 を厳 しく執

行・モニタリンク・評価することが必要です。

子 どもの権 利条約 第 60 号・ 20 02 年 2 月2 0 日号
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9 ．メディアには、C S E C を撲滅する うえでとても重要な役割があ

ります 。メ デ ィア に携わ る人 々 は、 C S E C や 関連の 問題 に つい て一

般の人々を啓発するような放送時間、掲載スペース、サイバースペ

ースを確保するために、また若者たちが効果的に参加 しやすくする

ために、努力するべきです。

1 0 ．C S E C との闘い‾ごは、前向きな文化的・伝統的・宗教的価値観

が活用されるべきです。一方、有害な慣行、子 どもたちがC S E C の

被害を受けやす くするような慣行はなくさなければいけま耳ん。

1 1．わたしたちの文化は、 C S E C と闘うための創造的なアイデアや

効果的手 段 の宝庫 で す。 C S E C と 闘 うこ とを 目的 と した プ ログ ラム

を作るときは、このような文化的・ j政治的多様性 とともに、ひとり

ひとりの違いも考慮にいれるべきです。

1 2 ．商業的性的搾取を経験 した人たちのために、その生活や将来に

関連 した、長期的で総合的な、利用 しやすいサービスが必要です。

この よ うな人た ちは 、出口 と癒 しを必要 と してい ます。

1 3 ．国連・子 どもの権利条約が、C S E C との闘いに関連したすべて

I の法律、行動計画、サービスの指針 として用い られなければなりま

せん。わた したちは、生存・ 発達・保護・参加に対する子どもたち

の権利がきちんと守られなければ、C S E C をなくすことは絶対にで

きないと考えます。

このアピールは、ここに参加することができなか った人たちも含

めて、世界のすべての子ども・若者たちを代表 し、世界中の政I待と

諸機関に対 して向けられたものです。わた したちは、政府 と諸機関

が、C S E C と闘うという決意を実行に移すための政治的意思を発揮

して くれる よ う期 待 します。

わたしたちは、世界中の子ども・若者たちとのネ ットワークを築

いていくとともに、C S E C 関連の活動の実施を世界中で促進するた

めの基金を設けるための努力を行な うことを、約束 します。

以上 の点 を認め て くれるよ う最後 にアピール を行な うにあた り、わ

たしたちは、すべての関係者に対し、その基金に資金提供を行うこと、

C S E C に対する世界規模の闘いに思いをはせる日を設ける可能性につ

いて検討す ること を、奨励 します。 ご静聴あ りがと うござ いま した 。

「 ミ ＝ さ く ら 」 ～子どもが街をつくる ：干葉県佐倉市～

中村 桃 子 （（特）N P O 佐倉子どもステーション理事）

干葉県佐倉市のとある住宅街の一角に、車の入らないアーケー ドつ

きのおしやれな商店街がある。一昔前までは肩がぶつかる程の賑わい

だったのだが、今では3 分の 1の店がシャッターを下ろ している。こ

の商店街と、隣接する公園や自治会センターを使 って、来る3 月 2 8

日か ら3 1日の4 日間 、「子 どもが つ くる まち・ ミ ニさ く ら」が 開催 さ

れる。このまちで、子どもは、やりたい仕事（遊び）を好きなだけや

ることで給料を稼ぐ。職種は、各種工房・うどん屋・カフェ・ギフ ト

ショップ・新聞社・テレビ局・アカデミーの講師や塾生・市役所・議

員・ 考察 ‥‥‥など3 0 種以上 。市議会 は「ミニさ くら」の政 治にあた る。

市長選も行われる。18 歳以下の子どもだけが市民として働くことが

でき、「ミニさくら」の通貨「モール」を手に入れられる。手に入れた

「モール」は「ミニさくら」の中で好きなように使う。食事・買い物 ・

映画・‥‥・。土地を買って起業 したり、マイホームを建てることも可能

だ。

この企画は ドイツのミュンヘンで 2 0 年前から行われている遊びの

まち 「ミニ・ ミ ュンヘ ン」をモデル に している 。「ミニ・ ミ ュンヘ ン」

は夏休みの 1ケ月間、競輪スタジアムを借り切 って開催される。一昨

年の夏 、私 は ここに折 り紙 コーナー を開 くというかたちで参 カロす るこ

とができた。9 日間体験 した 「ミニ・ ミュンヘン」は、想像以上にお

もしろかった。2 0 0 0 人の子どもたちの活気！！ 何もかも自分たちで、

やりたい ことをや りた いよ うにや ってみ る、その 気迫 と誇 り。「本物

の街 にあ って rミニ・ ミ ュンヘ ン」にな いもの はない」 とい える く ら

い充実 したまちの機能の中味をつくっているのは、まちがいな く、

「水を得た魚」 とな った子どもたちだ った。そ して、主役である子ど

もたちの後ろに、黒子に徹 してサポー トする大人のスタッフの姿があ

つた。学生、職人、技術者、芸術家などが、「ミニ・ ミュンヘン」を支

えて いる。「こんな おも しろい こ とが 、 どう して私 の育 った街 にな か

ぱ
んだろ う？りという羨ま しさが、「rミ ニ・ミ ュンヘ ンjを佐倉で や

子どもの権利条約 第6 0号・ 2 002 年 2 月20 日号

りたい ！」とい う夢 とな った。

「子どもがつ＜ るまち・ミニさくら」の主催は、（特）N P O 佐倉子ど

もステーシ ョン（旧佐倉おやこ劇場）。 10 代の頃の私の、大切な居場

所だったこの会が、最初の賛同者となってくれた。そして昨年 10 月、

国立オリンピック記念青少年総合センターの「子ども夢基金」の助成

金約5 0 万円の内定を頂き、実現へ向けて本格的に動き出 した。「ミニ

さくら」の実現には、たくさんの地域の方々の協力が欠かせない。会

場となる商店街や地元の自治会の多大な協力。事業費の不足分約4 0

万円は、様々なかたちで協賛金を募っている。そ して、「ミニさくら」

の子どもたちをサポー トするスタッフと して、5 0 人以上の地域住民

や学生が関わり、それぞれ担当するブース（工房やお店など、職場と

なるところ）の準備を進めている。本職の大工さんやケーブルテレビ

の方など、‘地元のプロ■の協力もある。

スタッフ会議にtま、中高生も参加 している。彼 らは私の硬い頭を

軽々 と乗 り越え 、いろい ろなアイデ ィアで企画 を引 っ張 って くれてい

る。「ミニ さ くら」は すでに彼 ら自身 の街だ。彼 らは今、 どう した ら多

くの中高生の参加を得られるかを、日夜思案 している。

「ミ ニさ くら」とい う夢 に、た くさん の人 が想 い を重 ねて くれ た。

中高生 たちは、 自分 たちの街 と して、「ミニさ くら」を思 い描いている。

その ことが とても うれ しい。そ して、「ミニさ くら」は4 日間で終 わる

が、子どもと大人が一緒になっての、子どもを主役にした「まち育て」

が、 これか らも広 が りなが ら続 いてい くことを願 って いる。

☆☆☆子どゃがつくるまち・ ミニさくら☆☆☆ ☆

3 月2 8 日（木 ） 一－3 1 日（日） 1 0 ：0 0 一－1 6 ：0 0

中志津中央商店街「京成志津駅南口よりパス南中野行き 下志津小前下車」

対象 ：子ども （18 歳まで） 参加費 ：3 0 0 円 （4 日間有効）

主催 ：（特）N P O 佐倉こどもステーシ ョン（0 4 3 －8 7 －16 5 5 ）

協力 ：中志津中央商店街、中志津自治会 、（特）子ども劇場干葉県センター

後援 ：佐倉市教育委員会、佐倉市商工観光課（予定）



子ども参加を支援するおとなたちへ

～よ りよいサポー トのための ヒン ト～ く4 〉

山本 克 彦 （聖泉短期大学講師、生涯学習研究所S O U P代表）

第 1 回で は “子 ど もと お となの 関係 一につ い て、 第2 回で は

“活 動 をデ ザ イ ンす る こと”につ いて 、 また 第3 回 では “体験

によ る学び の場 をどの よ うに作 り出 すの か－の ヒン トを述 べ

てきた 。今回 はその続 きを述 べて みよ う。

“体験 による学 びの場 ’を どの よ うに進め るの か、 とい うこ

とを考 える とや は り “おとな がど う子 どもと向 き合 うか”とい

う点が重 要とな る。

ヒン ト1 0 ．‘力”は与 え るも ので な く、 ひき だす も の と認 識

し よ う

文部科学省のホームページにある 「新 しい学習指導要領につ

いて」

（h ttp：／／w w w ．m e xt ．g o．jpノa ＿m e ［］／S h o t o u ／yo u ry o 】／＝ 1／f．0 2 0 1 0 1 ．h tm ）

を見ると、そこに “新 しい学習指導要領のね らいの実現 に向

けて’ と して子 どもの 現状 を揚 げて いる 。そ こ には 「学 習 が

受け身 で覚 える こと は得意 だが 、 自 ら調 べ判 断 し、 自分 な り

の考えを持ちそれを表現する力が不十分」と書かれていた。

もち ろん、 この ことが すべ てで はな い。 他 にも多 くの調 査結

果や今後の課題が掲載されているので、一度目を通すとよい

だろ う。

今 、子 ど もた ちに必要 とされ てい る力 は “自 ら学び 自 ら考

える力 な どの 「生 き る力」－、 “自 ら調べ 判 断 し、 自分 な りの

考えを持ちそれを表現する力片、 “学ぶ意欲、思考力、判断力、

表現力’、 一字習への関心・意欲・態度や将来の生活に関する

課題 に適応する能力ー…と、なんとも様々な表現で言われて

いる。 しか し、何 よ りも大切 なの は、 これ らの “カーを われわ

れお とな が “与 える － とか “つ け させ る －の で はな く、 ｝ひ

きだす －と い うことであ る。 文部 科学 省の 話 を出 したつ いで

に、子どもを学習者、おとなを学習支援者と して考えてみよ

う。 言 うま で も な く、 “与 え る ■ と い うこ と は 学 習 者 側 に

“力 がな い ” とい う前 提 に立 って い る。 力 の量 的 な こと は と

もか く、ない もの に与 えるわ け であ り、 おとな か ら子 どもへ

とい う一 方 向 の学 習 活 動 で あ る。 これ に 対 し、 “ひき だ す －

とい うことは、様々 な “力”を “す でに子 ども が持 ってい る”

とい う前 提 に立 ってい る。残 念な が らその “力 ’ は目 に見え

にくい ことも ある 、形 にな りに くいも の もある 。 しか し、そ

れを信 じて向 き合 える ことが 、子 ども たち との信 頼 関係 を生

み出 し、彼 らの力 を引 き出すの であ る。

ヒン ト1 1 ．“ひ きだす”ため には常 に しか けを考 えよ う

“ひき だす” と い うことを 、お とな が子 ども か らとい う一

方向の学習活動 と勘違いしてはいけない。最近流行の工ンパ

ワメン トとい う言葉 は “力づ ける こ と”や “力 をひ きだ す こ

と－ とい った意 味で用 い られ るが 、も とも との 「e m p o w e「」

は“権 限を与 え る” とい う動詞 であ る。 つま り、お とな が権

限や役割 を与 え るこ とで 、子 どもた ちが力 づ け られ るの であ

る。た とえ ば先 日、議会 ジュニ ア （ハー トラ ン ドはちま ん議

会ジュニア、滋賀県近江八幡市）で、本会議の直前 に r改

革！lF カー ド』 とい う ワー ク シ ョ ップを した 。「こん な法 律

があ った らい いな あ」 とい う思 いを 自由 にカー ドに書 き、 そ

れにつ いて グル ー プで話 し合 うの で ある 。最初 は戸惑 う子 ど

もたちも、だんだんと活気づく。「学校の先生は子どもたち

で選 ぶ ことが でき る」、「な りた い と思 った 職業 に必 ずなる こ

とができ る」 等 と、い くつ もの意 見 が出る 。 ここで は、子 ど

もたち に 「自由 に法 律 をつ く って もい い」（あ くまで もワー

クと して だが ） とい う権 限 を与え たわ けで ある 。さ らに前 回

も述 べた よ うに 「あな たた ちが感 じた こ と、発言 す るこ とは

すべ て が素 晴 ら しい 答え で す。 すべ て が正 解 です 。」 とい う

姿勢 を持 っての ことで ある 。 こう した シミ ュ レーシ ョンだ け

でな く、もち ろん現 実 と しての権 限 （た とえば遊 び場 を 自由

につ くる とか ）や役 割 を与 える こと は力を ひき だすた めの し

かけ となる 。 われ わ れサ ポ ータ ー は、大 き な イベ ン トで も、

小さな活動でも、すべての場面でこの しかけを大切にする必

要がある。

ヒン ト1 2 ．サ ポー ター シ ップ には “か けひき■が重要 であ る

第 1 回 では サ ポー ターの ス タ ンスを 「教 える ことはで きる

けれ ど、敢 えて 支援 を します」 と述 べ た。な らば “教 える こ

と’ は禁 止 か … とい うと そ うい うわ けで はな い 。「教 え る と

いう姿 勢を貫 くこと」が厳 禁な のであ る。言 い方を変 えれ ば、

おとな側が態度や姿勢を固定せず、状況や対象 に合わせて柔

軟に対 処す る とい うこ とであ る。 これ は状況 対応型 リー ダー

シップ、あ るい は人材 対応 型 リー ダー シ ップと呼 ばれ るもの

で、 リーダーは指示的行動 と支援的行動を絶妙のバランスで

用いる。この 2 つの行動の調合具合は何 によって決定するか

…そ れは フ ォロ アー （リー ドされ る側 ）の 意欲 と能 力の 2 つ

を診 断す るこ とに よるの だ。 この理 論 を簡単 に言 えば 、子 ど

もを サポー ター とす る とい うのは 、お とな側 がか けひき をす

ること だ （と筆 者 は考 え てい る）。た だ し、 本来 か けひ きと

は「相手の出方を見て態度を変え、（自分が）有利になるよ

うに処置 する こと」（広 辞苑 、（ ）内筆者） であ るが、 ここで

サポー ター が とるか けひ き とい う行 動 は 「相手 （子 ども ）の

出方 を見 て態 度 を変 え 、（子 ども が） 有利 になる よ うに 、力

づけ られ、 自信 を持 ち、主 体的 に行 動 できる よ うに処置 する

こと」 であろ う。

次号以降はさらに具体的な場面、あるいは手法にも触れてい

く必要 があるだろ う。はてさて、連載 はあ と何 回なの だろ う

子 どもの権 利条約 第 60 号・ 20 02 年 2 月20 日号

迦
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仲問 として一緒 に生 きる。 は じめの一歩 を共 に

～障害を持つ子どもの権利保障のために～

伊東 さ え 子 （障害児を普通学校へ全国連絡会運営委員）

「障害児を普通学校へ全国連絡会」は、障害を持つ子も持

たない子も地域の学校で一緒に生きていくために、障害を持

った子の普通学級への就学を支援 してきた。その 「全国連絡

会」 の会員 と して 、 目黒 で障 害者 も健 常者 も共 に生 きて い く

たまり場 「柿のたね」の活動の中か ら少 し述べてみたい。

＜ いくつもの関所＞

現在、「柿のたね」では、普通学級 に通 った障害者の就学

後の 生 活、「地域 で ど う生 きて い くか 」 と い うこ とが主 た る

テーマにな っている。 しか し、普通学級への通学を希望する

子ども・親達は決 して多い数ではなくとも後を絶たない。就

学時期を迎えた親達の悩み疲れた顔を見る度に、「学校 に行

くことを巡 って何故 こん な に苦 しめ られな けれ ばな らな いの

だろ う」 と思 う。「皆 と一緒 に学校 生 活 を送 りた い」 － そ

んな あ た りま えの 想 いが 、障 害 を持 って いる と い うこ とで 、

生き る場所 を教育委 員会 か ら決 め られ て しま う。

就学を前 にした親達は、教育委員会が行う就学相談を受け

るかどうか迷う。そ こでは、障害の程度で障害児学級か養護

学校かごくまれに普通学級かと判定され説得される。実態は

相談の場所ではない。また、入学前の知能テス トをはじめと

した就学時健康診断は、障害をもった子を見つけ出 し、就学

先に振分けるために行われる。それでも、普通学級に行くこ

とを望む親たちは、度重なる校長・教育委員会との話 し合い

のの ち、 当然の よ うに学 校で の付 き添 いを・求 め られ る。子 ど

もにとって社会生活の第 1歩である学校に親がいつもいると

いう こと は子 ど も同士 の 世界 を β且害 す る。 親 に と って も 2 4

時間子 ども か ら離 れ る ことが で きな い毎 日が続 く。 プー ル 、

遠足はもちろんのこと、移動教室、修学旅行に付き添わなけ

れば連れて行かないと言われる。「迷惑だ」と公然という教

師もいる。そ して、学期、学年が変わるたびに障害児学級、

養護学校への転籍、転校が学校、教育委員会から勧められる。

そうした中で普通学級へ通い続 けることは大変なエネルギー

が必要なのだ。

＜ 子どもは子ども同士の中で成長する＞

な ぜ 、 こう した こ とが公 然 と行 わ れる の か。 今 の学 校 は、

障害を持っている子は、別の場所で別の教育を受けることが

適当 だとい う排 除の場 にな ってい るか らであ る。 普通学 級 か

ら排除された子は、障害児学級・養護学校で地域から離れた

場所で子 ども3 人 に教師 1人 くらいの割合で特別な教育を受

ぱ三
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M 君 は重度 の 自閉症 とい う障 害 を持 って いるが 、彼 がジ ャ

ージの体 操服 の チ ャ ックを閉め る こと を覚え たの は、友 達の

仕草 を真 似 する こ とか らだ った 。 同 じよ うな こ とを習得 する

ための訓練を、特別な教育の場では特別にやるらしい。子ど

もは友達 が やる こと は当た り前 の こと と して 自分 でや るもの

だ。教 え らるので はな く学 ぶ、 学 びあ う。そ う した 子 ども同

士の付き合いは、大人の感覚をはるかに超えている。運動会

でか け っこか ら排 除 しよ うと した 教師 に対 し、「私 た ち が K

ちやん と走 る」 と一緒 に走 った子達 がい る。

仲 間 とい うあた りまえの 感覚 。 この こと こそ が差別 を超 え

ていく感覚であると思 う。人は人 との関係の中でのみ成長す

ることができる。子ども達にとって学校がその社会の一つで

あり、そ こか ら切 り離 して行 われ る教育 はあ りえない 。

＜ 学校教育法は改正するしかない＞

学校がなぜ障害を持 った子 ども達を排除する場所になって

いるのか。それは学校教育法による障害を持った子を障害児

学級や養護学校へ分離・隔離する別学体制 にある。その学校

教育法の施行令 （就学措置を具体的に規定 している）が今年

の3 月に改定される。世界的な統合教育 （特別な教育は普通

学級 の 中で行 われ な ければ な らない と吉匡ったサ ラマ ンカ宣 言

等）への流れの中で、また障害を持った子・親達の普通学級

に行 きた い とい う強い 願い の中 で、そ の ことを無 視 できな く

なった文部科学省は、普通学級に通える条件のある子につい

てはそれを認め、その判断を市区町村教育委員会に委ねると

いう内容 で 1 月 にパ ブ リックコ メン トを 出 した。普 通学 級 に

通える条 件 は障害 が軽 い とい うこと ではな い。重 度の 障害 を

もって い ても 、通 え る条 件 を整 備 して い く ことで な い限 り、

通えない 子 どもを生 み 出 してい く ことにな る。 また、地 域 に

よる格差も大きい。「全 国連絡会」は、この施行令改定への

抗議 行動 を通 して、学校 教育法 の改正 に取 り組む こと と した。

「 子どもの権利条約」第 2 条の＜ 障害 による差別の禁止 ＞は、

統合教育にむけた学校教育法の改正抜きにはありえない。

2 月の は じめ 、「柿の たね 」の 年 間行事 で ある もち つき に、

他動 的 自閉症 と いわ れる 子 ども と親 が参 加 した。「安全 」 と

「 迷惑」をめぐった親の子どもへの干渉は、孤独な子育ての

現実を感 じさせるものだった。大人同士のつながった目の中

で子どもは育つ。障害を持った子、親を一人 にしない。そん

な共 同の 力が 急速 に失 われ ている 今、 コミ ュニ テ ィー の再生

もまた、問われている大きな課題である。



南アジアで2 つの地域版子どもの権利条約

平野 裕 二 （A RC ＝A ction forthe R噛hts ofChildren）

2 0 0 2 年 1月 5 日、 S A A R C （南アジア地域協力連合）が

子どもの権利に関わる 2 つの地域条約を採択 した。

S A A R C は、南アジアの経済および社会の発展をめざ し、

加盟国間で同意された懸案事項を解決するために共同で行動

して い くこ とを 目的 に、 1 9 8 5 年 1 2 月 に結 成さ■れ た地 域 的

政l行間機構 で あ る。 ネパ ー ル 、バ ン グラ デ シ ュ、 ブー タ ン、

イン ド、モ ル ジブ 、パキ ス タ ン、 ス リラ ンカの 7 カ国 で構成

されて お り、 1 ～ 2 年 ごと に首脳 会 議 を開 催 して さ ま ざま な

問王題につ いて話 し合 っている 。

女性と子どもの問題はS A A R C が焦点を当てた問題のひと

つであ り、 1 9 9 1 ～ 2 0 0 0 年 を 「S A A R C 女子の 1 0 年」、

2 0 0 1年～ 2 0 1 0 年を 「S A A R C 子 どもの権利の 1 0 年」に

指定 す るな ど して さま ざまな と りくみを 展開 して きた 。今 回

加盟 7 力匡け〕て調 印 した2 つの条 約 は、 力 トマ ンズ （ネ パール ）

で開かれた第 1 1回首脳会議で採択されたもの。いずれも、

東南アジアにおける地域協力を模索するうえで参考になる文

書で ある。

女性と子どもの不正取引に関する条約

「買春を目的とした女性および子どもの不正取引防止およ

び撲滅に関する条約」は、女性 と子どもの不正取引の防止 ・

処罰 や被 害者 の帰還・ リハ ビ リテー シ ョンに 関 して加盟 国 間

の協 力 を促進 する と ともに 、国 際売春 ネ ッ トワー クに おけ る

女性 と子 ども の使 用を 防止す る こと を 目的 と した もの であ る

（ 2 条）。第9 同首脳会議 （1 9 9 7 年）の宣言により起草作業

が開始された。

同条約は、不法な手段で買春の被害者とされまたは売春を

強制された女性・子 どもの不正取引を、被害者の同意の有無

を問 わず禁止・ 処 罰す るよ う加 盟国 に求 めてい る （1・ 3 ・4

条）。買売春意外の 目的による不正取引も対象とすべきだと

いう意見も第 1 0 回首脳会議 （1 9 9 8 年）で出されたものの、

採用されなかった模様である。

同条約 はこのほか、司法手続における被害者の保護 、捜

査・司法共助、容疑者の引渡 し・追訴、防止・禁止のための

措置 、被 害 者 の ケ ア・ 取 扱 い・ リハ ビ リテ ー シ ョン・ 帰 還

（ 5 ～ 9 条） など につ いても定 め てい る。刑 を加 重 する ことの

できる要件を具体的に挙げている点 （4 条）、とくに被害者保

護におけるN G O の役割を重視 している点 （9 条）などが興味

深い とこ ろで ある 。第 1 1 同 首脳 会 議 では 、被 害者 の リハ ビ

リテー シ ョンおよ び再統 合の た めの 自発的 基金 を設 け る こと

についても合意された。

子どもの福祉のための地域協力体制に関する条約

「南アジアにおける子どもの福祉の促進のための地域協力

体制 に 関 す る 条 約 」 は 、 子 ど も の た め の 世 界 サ ミ ッ ト

（1 9 9 0 年）その他の場で行われたさまざまな誓約を踏まえ

つつ、子どもの権利の促進・履行・保護のための地域協力体

制を 確 立 す る こ と な どを 目 的 と して い る （2 条 ）。 や は り

S A A R C 第 9 回首脳会議の宣言により起草作業が開始され、

とくにモル ジブ が主導 的役割 を果 た した 。

同条約では国連・子どもの権利条約が重要な位置づけを与

えられてお り（1条・ 3 条 3 項）、子どもの最善の利益の原則

も再 確認 され てい る （3 条4 項 ）。 と りわ け、子 ども の参カロ権

が生存・保護・発達権と並んで南アジアの経済的・社会的発

展の大前提と位置づけ られたこと（3 条 1項）、子どもの意見

表明・参加権に関する具体的な規定が置かれたこと （4 条 4

項）には、南アジア地域の状況を踏まえれば大きな意義を見

出す ことが で き よ う。「ジ ェン ダー の公 正 およ び平 等」 が指

導原 則 の ひ とつ とさ れた こと （3 条 7 項 ） につ いて も 同様 セ

ある 。

同条約ではこのほか、「地域的優先事項」と して教育・健

康などの基本的サー ビス （4 条2 項）、差別・虐待・搾取・拷

問等か らの保護、児童労働の防止 、少年司法の適正な運営、

出生・婚姻・死亡の登録 （同3 項）、子どもの意見表明・参加

権の保障 （同4 項）、マスメディアの積極的役割の奨励 （同5

項）が挙げ られ、地域的協力体制の整備 （5 条）、 2 国間・多

国間協力の促進 （6 条）、コミュニティ団体を含む非政府組織

の参加の奨励・支援 （8 条）、国連その他の国際機関との協力

（9 条）、必要な政 治的支援の提供 （1 0 条）などについて規

定されている。
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4 月か ら、事務所受付曜日・ 時間が変わ ります ナナ

4 月より、以下のように事務所受付時間が変更になります。なお、事務所へお越 しの折は、事前にご連絡下さい。

今後 とも どうぞ よろ しくお願 いい た します。

4 月からの事務所受付時間／水・土 1 2 ：0 0 ～ 1 7 ：0 0
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「 体罰 は愛の鞭な らO K」の裏 に隠されてい るもの

安 部 芳 絵 （教研集会特別分科会「子ども参画と学校改革」共同研究者）

いい」（沖縄県）、「たたかなければわからないこともある」

（ 長崎県）などの意見がだされていた。果た して、子ども

たち が 本 当 に 求 め て い る もの は、 報 道 さ れ て い る よ う に

「 体罰肯定」なのだろうか。

子どもたちの吉葉をそのまま受け取 って、「子どもたち

は体 罰 を容認 して いる」と思 わない でほ しい。なぜな らば 、

子どもたちの 「体罰肯定」の真に隠されているものは 「体

罰と い う形 でも いい か ら私 にか ま ってほ しい」 と い う教 師

との 関係 を 欲す る 姿な の で ある 。「ふれ あ う時 間 を つ く っ

てほ しい」（宮崎）最後 に教師 に向けて語 ったのは 「子ど

もの た めを 思 ってや るな ら体罰 は いい 」 と発言 した子 で あ

つた。体 罰 は感情 の爆 発 であ り、 暴力 であ り、 決 して許 さ

れるものではない。子 どもたちの 「体罰肯定論」 にはいま

一度、教師が子どもとの関係性を見なおすヒン トが隠され

てい るの ではな いだ ろうか。

「 体罰肯定」－各紙の見出しには、この文字が踊 った。

2 0 0 2 年 1 月2 7 日（日）、宮崎市で開かれた日教組第5 1

次教育研究全国集会の特別分科会「子ども参画と学校改革」

1 日目は、地元宮崎を中心に、九州各県の子 どもたち約4 0

名が参加 して 「子 ども フ ォー ラム」 が 開催 され た 。子 ども

フォーラムは学校改革へ子 どもの声を活かす目的で始め ら

れ、今年 で5 回目にあ たる。

「先生 の いや な ところ 、好 きな と ころ」 と い う司 会者 の

質問 に始 ま った フ ォー ラ ムで は 、「体罰 を す る先 生 は絶 対

にいや」「親身 にな って くれるな らいい」など学校教育法

では禁止されている教師の体罰に対 し、反対派と賛成派が

ほぼ半数にわかれた。この ことから、新聞各紙が 「r体罰

肯定論J が噴出 した」と報道 したのである。

＼確 か に 、「魂 で 殴 つて くれ る な らそ れ は 体 罰 で は な い」
∫

）（宮崎県）、「殴っても愛の鞭 っていうのがわか っていれば
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